
京都府の災害対策に向けた取組 

令和２年３月 

京都府危機管理部災害対策課 

 3月京都府職員採用試験ガイダンス資料 京都府 



 京都府総合計画（夢実現プラン）※防災関係        京都府 
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京都府の目指す方向性を将来構想、基本計画等の形
で明らかにする（令和元（2019）年策定）。 

現在 
（2019年） 

20年後の 
将来像 
（2040年） 

府民協働で取り組むきょうとチャレンジ 
「災害・犯罪等からの安心・安全」きょうとチャレンジ 

 

 災害や犯罪等から府民の命と財産を守るため、ＡＩ等の活用によ
りハード・ソフト一体となった最先端の危機管理・安心安全体制を
構築する。 

 

 【主な方策】 

  ■危機管理センター設置、総合防災情報システム整備 

  ■逃げ遅れゼロ・プロジェクト 



 京都府における危機管理体制      京都府 
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各広域振興局 

防災消防企画課 
災害対策課 
原子力防災課 

知事直轄組織 
危機管理部 
総務部 
政策企画部 
府民環境部 
文化スポーツ部 
健康福祉部 
商工労働観光部 
農林水産部 
建設交通部 

その他各室課 

公安委員会 

副知事 

危機管理監 
（危機管理部長兼務） 

警察本部 

知事 

近年頻発する自然災害に迅速・的確に対応するための体制の強化し、消防及び防災
を所管する危機管理部門を独立させ、「危機管理部」を設置（平成３１年４月） 

※組織は令和２年３月時点 



 京都府地域防災計画        京都府 

一般計画編 
 第１編 総則〔全９章〕 

 第２編 災害予防計画〔全３８計画〕 

 第３編 災害応急対策計画〔全４０計画〕 

 第４編 災害復旧･復興計画〔全１３計画〕 

震災対策計画編 
 第１編 総則〔全４章〕 

 第２編 災害予防計画〔全２１計画〕 

 第３編 災害応急対策計画〔全２７計画〕 

 第４編 災害復旧･復興計画〔全４計画〕 

 第５章 京都府南海トラフ地震防災対策推進 

     計画〔全７章〕 

原子力災害対策編 
 第１編 総則〔全８章〕 

 第２編 原子力災害事前対策計画〔全１９章〕 

 第３編 緊急事態応急対策計画〔全１４章〕 

 第４編 原子力災害中長期対策計画〔全１４章〕 

事故対策計画編 

石油類流出事故対策計画編 

海難事故対策計画編 

航空事故対策計画編 

鉄道災害対策計画編 

道路災害対策計画編 

危険物等災害対策計画編 

林野火災対策計画編 

広域停電事故対策計画編 

＜計画策定の理念＞ 
災害は、社会的に対応が可能な現象として認識し、  

 長期的視点に立った災害に強い地域づくり 

防災施設の整備（ハード）と情報・教育・訓練 

 (ソフト)の両面から総合的な防災システムを構築 

平常時から危機管理体制を構築 

「自分の生命・財産は自分で守る」という心構え 

 と行動が基本となることを広く啓発 

自主的な防災対策の支援  
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 防災に関する組織＜平常時＞ 京都府 
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国 

・中央防災会議を設置（法第１１条） 

 会  長：内閣総理大臣 

 委  員：各国務大臣、日本銀行総裁、日本赤十字社社長、日本電信電話社長、 

      日本放送協会会長、大学教授学識経験者 

 所掌事務：防災基本計画の作成及び実施 

      非常災害時の緊急措置に関する計画の作成及び実施 

      防災に関する重要事項の審議 

京
都
府 

・京都府防災会議を設置（法第１４条） 

 会  長：知事 

 委  員：指定地方行政機関、陸上自衛隊、教育長、警察本部長、府庁内の職員、 

      市町村、消防機関及び指定公共機関等のうち知事が任命する者 

 所掌事務：都道府県地域防災計画の作成及び実施 

      防災に関する重要事項についての知事の諮問に応じた審議及び意見具申 

      災害応急対策及び災害復旧に関する防災関係機関の連絡調整 

市
町
村 

・市町村防災会議を設置（法第１６条） 

 組織及び所掌事務については、都道府県防災会議の例に準じて、市町村条例で規定  

 する。 

※「法」は災害対策基本法をいう。 



 防災に関する組織＜災害時＞ 京都府 
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国 

・緊急災害対策本部（法第２８条の２～） 

 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合 

 本部長：内閣総理大臣 ＊東日本大震災で初めて設置 

・非常災害対策本部（法第２４条～ ） 

 応急対策等の推進上必要がある場合 

 本部長：国務大臣（内閣総理大臣が任命） 

京
都
府 

・京都府災害対策本部（法第２３条 ） 

 本部長：知事 

 

市
町
村 

・市町村災害対策本部（法第２３条 ） 

 本部長：市町村長 

 



 災害（事故）警戒本部、災害対策本部 京都府 
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  風 水 害 地  震 その他事故 

災害（事故）警戒本
部・支部 

必要に応じて関係部局
長等による協議を踏ま
え、知事が決定 

必要に応じて関係部局
長等による協議を踏ま
え、知事が決定 

必要に応じて関係部
局長等による協議を
踏まえ、知事が決定 大雨注意報、大雨警報

が発表された場合は自
動設置 

震度４、５弱及び震度
５強の地震又は津波注
意報若しくは津波警報
が発表された場合は自
動設置 

災害対策本部・支部 

暴風雨又は大雨等のた
め相当の被害が発生す
るおそれがあるとき、
又は発生したとき 

地震のため相当な被害
が発生するおそれがあ
るとき、又は発生した
とき 

突発的な大事故が発
生し、相当な被害が
予測される場合、関
係部長等による協議
を踏まえ、知事が設
置を決定 震度６弱以上は自動設

置 



  緊急参集チーム      京都府 
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＜構成＞ 

危機管理監、防災監、職員長のほか、府民環境部、健康福祉部、農林水産部、
建設交通部及び警察本部警備部の各部長及び副部長クラスを指定（２３名） 

＜活動内容＞ 

 ① 迅速かつ円滑な被害状況の情報共有及び応急措置 

 ② 災害対策本部設置の協議 

 ③ その他災害予防及び被害軽減に係る必要な措置 

風 水 害 地 震 原子力災害 

招集 被害が発生するおそれ
があるとき、危機管理
監が判断 

震度５弱以下でも被害状
況に応じて、危機管理監
が判断 

警戒事態に該当する原子力発電
所施設の重要な故障等が発生し
たとき 

上記以外の場合でも、状況に応
じて、危機管理監が判断 参集 府内全域又は一部の地

域に特別警報が発表さ
れたとき 

府域に避難勧告又は避
難指示（緊急）が発令
されたとき 

府域で震度５強の地震が
観測されたとき 

府域で津波警報又は大津
波警報が発表されたとき 



 非常時専任職員の指定       京都府 
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災害対策本部・支部等の体制確保のため、通常業務を離れて、災害対応業
務に専任する職員をあらかじめ指定 

人 数 職  務 参 集 

災害対策本部等要
員 
（第１号） 

概ね１０名 
 

危機管理監の直属スタッフとし
て各部局との調整等 
 

［震度６弱］ 
本庁へ参集 
 

災害対策本
部等初動要
員 
（第２号） 

本庁 概ね５０名 危機管理監の指揮の下、災害対
策本部事務局の設置、情報収集
等 

［震度５弱］ 
本庁へ参集 
 

支部 各総合庁舎ご
とに概ね２０
名 

対策支部長等の指揮の下、災害
対策支部事務局等の設置、情報
収集等 

［震度５弱］ 
総合庁舎へ参
集 

災害対策支部等要
員 
（第３号） 

概ね１００名 
 

災害対策支部長等の指揮の下、
災害対策本部・支部、市町村災
害対策本部、京都府災害ボラン
ティアセンター等の支援、連絡
調整 

［震度６弱］ 
市町村へ参集 
 

※ 別に参集連絡を受けた場合は指定された場所へ参集 



◇ 防災対策の基本～自助、共助、公助 

自 助 

自分の身は
自分で守る 

共 助 

地域で助け
合って守る 

公 助 

公的機関による
防災対策 

国、府、市町村 
公共機関 

自主防災組織 
自治会 
消防団 
など 

事業者 
ＮＰＯ 

ボランティア 
など 
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 防災対策の基本 京都府 
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 災害からの安全な京都づくり条例（平成28年８月施行） 京都府 

＜目的＞ 

 ○府民の生命、身体及び財産を災害から保護 

 ○府民が安全に暮らすことができる京都府を実現 

＜基本理念＞ 

 ○災害危険情報の共有 
  府による災害危険情報の整備・公表、府民による把握（努力）、宅地建物取引 

  業者に係る特定災害危険情報の収集・把握 

 ○防災上の機能を強化するまちづくりの推進 
  総合的治水対策、地震・津波等の防災対策、特定地域防災協議会 等 

 ○地域防災力の向上 
  自主防災組織等の活動促進・参加促進、人材の育成 等 

 ○災害が発生した場合の体制の構築 
  備蓄の推進・物資輸送体制、避難行動要支援者への支援、帰宅困難者等に対す 

  る措置、事業継続計画等の推進 



〈表示可能データ例〉 
 ・洪水浸水想定区域 
 ・内水氾濫実績 
 ・土砂災害警戒区域 
 ・津波浸水想定 
 ・震度分布図 
 ・液状化危険度予測図 
 ・避難場所等 
 ・雨量観測所 

など 
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スマホでもアクセス
できます！ 

※ 平成２８年４月１５日 運用開始 

 京都府マルチハザード情報提供システム 京都府 

インターネットにより京都府の水害や地震などの
地図情報を提供（複数の災害危険情報を重ね合わせて標示できる） 



避難情報（避難勧告等） 

気象情報（注意報・警報等） 

雨量・河川水位・土砂災害警戒情報 

地震・津波情報 

交通機関運航情報 

道路情報 

ライフライン情報 

12 

京都府ＨＰからアクセス！ 

防災情報の収集  きょうと危機管理WEB 京都府 

災害関連の緊急情報をわかりやすく集約し、リアルタイムで
情報提供 



• 「いつ」「誰が」「何を」するのかを定める防災計画 

• 関係者が連携して、速やかな避難行動が可能となる 
 

＜避難行動タイムラインの作成＞ 

• 一人ひとりが「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、
取るべき避難行動を理解しておくことが重要 

• 市町村から発令される避難情報に従うことが基本だが、
自らの判断で早めの避難行動が必要なこともある 

 

自主防災組織等において避難行動タイムラインを作成し、 
自主的な避難行動を行うための目安を設けておくことを
推奨 

「スイッチ」 13 

 水害等避難行動タイムライン 京都府 



ステップ
１ 

•気象情報や防災情報の流れや入手手段を知ろう 

•避難情報の意味を知っておこう 

ステップ
２ 

•地域の災害のリスクを確認しよう 

•「いつ」「誰が」「どんな」避難の行動を取るのか整理しよう 

ステップ
３ 

•「いつ」避難を開始するのか「スイッチ」を決めておこう    
→ タイムラインの作成  

ステップ
４ 

•タイムラインを見直そう 

マルチハザード 

情報提供システム 
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 避難行動タイムラインの作成ステップ 京都府 
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京都府危機管理部災害対策課 

 ■京都府防災・防犯情報メール 京都府 



 物資の備蓄・調達 京都府 
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＜公的備蓄等に係る基本的な考え方＞ 
○ 公助による物資確保は、自助・共助による物資確保を補完 

○ 生命・健康維持の観点から重点備蓄品目を府・市町村で共同備蓄 

（府・市町村それぞれの区域の最大被害想定に基づいて確保することを目安） 

○ 重点備蓄品目及び数量 

 

 

 

 

 

 

 
 

・京都府では、花折断層帯において地震が発生した際の住宅の全壊、焼失による最 

 大避難者想定に基づき、28万人分を備蓄 

・他地域からの支援又は流通在庫方式での調達が困難な発災後24時間内に対応 

○ 市町村は、重点備蓄品目以外の生活物資や避難所運営資機材の備蓄や調達に努 

 力。京都府は、市町村間の融通及び流通在庫方式での調達等を通じた物資の確保 

 を実施。 

 食料１人当たり２食（アレルギー対応を考慮） 

 飲料水１人当たり１㍑（別途応急給水等を確保） 

 毛布等防寒用具１人当たり１枚 

 簡易トイレ100人当たり１基 

 おむつ(大人用) 75歳以上の10％について１人当たり８枚 

 おむつ(子ども用) ０～３歳児について１人当たり８枚 

 女性用衛生用品13歳～50歳女性の25％について３枚 



 物資の備蓄・調達        京都府 

○発災後１日目    京都府、市町村（折半）の公的備蓄を提供 

                                          ※総合庁舎等11箇所に備蓄 

○発災後２～３日目  流通備蓄を調達（物資提供事業者と協定を締結） 

○発災後４日目以降  全国から救援物資を受入れ 

          ・カウンターパートとなる応援府県から物資搬送 
          ・ 国からは、当初プッシュ型支援、 
                 約１週間後からプル型支援へ 
           →府は広域物資輸送拠点（１次物資拠点） 
              市町村は地域内物資輸送拠点（２次物資拠点） 
            を設置 
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 府県をまたがる防災体制        京都府 
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１ 全国知事会 

 ○支援体制の考え方 

 ・局地災害  → ブロック圏（近畿圏）内の府県が支援 

 ・中規模災害 → 相対ブロック（近畿圏⇔中部圏）での支援 

 ・大規模かつ広域な災害 → 複数ブロックによる広域応援 

              （全国知事会事務局が割当を調整する） 

２ 関西広域連合 

 ①広域連合災害対策本部を設置 ← 被害が甚大な場合 

 ②カウンターパート方式による応援・受援（災害発生時に決定） 

  被災府県が複数の場合、カウンターパートによる。 

  被害が甚大な場合、他圏域から応援を受入（関東､中国､四国､九州と協定） 

 ③被災府県、被災市町村に現地支援本部等を設置 

  → 分野別に応援・受援活動を実施 

※国による応援は、市町村業務や保健業務等の応援要員の派遣、物資支援、給水
等、個別に応援体制が整備されている分野がある。 


